
桶川市立朝日小学校「学校いじめ防止基本方針」  

                            令和５年８月改訂 
１  いじめの定義といじめに対する基本認識  

  

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等 

当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響 

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為 

の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。  

（平成 25 年 いじめ防止対策推進法 第 2 条「定義」）  

 上記の考えのもと、本校ではすべての職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起  

こりうるものであり、すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性がある。」という基本

方針にたち、全校児童を対象に事前の働きかけを行うことにより、児童が「いじめのな

い明るく楽しい学校生活」を送ることができるように、「いじめ防止基本方針」を策定し

た。  

 いじめ防止のための基本姿勢として、以下の５つのポイントを挙げる。  

① いじめを許さない、見過ごさない雰囲気づくりに努める。  

② 児童一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。  

③ いじめの早期発見のために、様々な手段を講じる。  

④ いじめの早期対応のために、当該児童の安全を保障するとともに、学校内だけ

でなく関係機関や専門家と協力をして、解決に向け対応する。  

⑤ 学校と家庭・地域が協力して、解決に向け対応する。  

 

２  いじめの未然防止  

未然防止の基本は、すべての児童が安心・安全に学校生活を送ることができ、規律

正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めることから始ま

る。 

児童が学校で過ごす中で、一番長い授業の時間では「わかる授業、全ての児童が

参加・活躍できる授業」を工夫し、授業中のストレスを高めないようにすることが大切で

ある。  

友人関係、集団づくり、社会性の育成などに関する活動を道徳・特別活動・人権教育

の年間計画に位置付け、どの学年どの学級においても必ず指導を行い、自己有用感

や自己肯定感の育成を図る。いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、全

ての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止の取組として、児童生

徒が自主的にいじめの問題について考え、議論すること等のいじめの防止に資する活

動に取り組む。  



 本校で行っているいじめ未然防止のための取組を以下に示す。   

  

① いじめアンケートの実施   

小さないじめの芽を見逃さないためと何がいじめに当たるのかの確認のため

に、全児童を対象に「学校生活アンケート」を毎月実施する。アンケート後、気に

なる児童については、個別に面談を行い、話を聞く。記入のあったものについて

は、入学年度ごとに次年度以降にも閲覧活用できるように在学中保存する。 

・児童対象いじめアンケート調査 年１１回 

（４月、５月、６月、７月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月、３月） 

     ・保護者対象いじめアンケート調査 年１回（１０月） 

② 相談ボックスの設置  （スマイル相談員） 

児童がいつでも相談できるように、事務室前に相談ボックスを設置しスマイル

相談員が確認をする。投稿があったものについては、校長・教頭・主幹教諭・生

徒指導主任・関係職員等に報告し、児童の相談に対応したり、指導したりする。  

③ 防犯教室を通した取組   

防犯教室を１年・３年で開催し、犯罪の危機から身を守るための知識と技能を

学ぶ機会を設定する。  

④ ソーシャルスキルトレーニングの実施   

特別活動の中に「ソーシャルスキルトレーニング」の時間を各学年２時間ずつ

計画し、友達との人間関係をうまく築くことができるようにする。必要に応じて

は、適宜時数を増やして実施する。 

⑤ 家庭・地域・関係機関との連携等  

○個別面談の実施 年２回（６月、１０月） ※１０月は希望制 

○教育相談日の設定(月１回)  

○防犯推進委員、防犯パトロール協力者等との連携  

○学校運営協議会、ＰＴＡ役員、民生児童委員、学校応援団（学習・安心安全・

環境部）、地域ボランティアとの連携  

○学校間の情報提供と連携等  

○防犯教室の実施（１・３年）  

⑥ ネット上のいじめへの対応   

児童及び保護者が各種の情報機器の危険性を認識し、インターネットを通じて

行われるいじめを防止し効果的に対処できるように、必要な啓発活動を実施す

る。  

 ・情報モラル教育を道徳の年間指導計画に位置付け、発達段階に応じて指導

する。  

 ・保護者を対象に PTA と連携し研修会を実施する。  

・「ネットトラブル注意報」を活用して児童に指導し、家庭にも配付する。 



・児童が中心となり、「あさひっ子ネット利用ルール」を作成し、守っていくよう全校

児童に呼びかける。 

⑦ 家庭・地域社会・関係機関との連携   

学校だより、懇談会、個人面談等を通じて、情報収集といじめ未然防止の啓発

に努める。 

⑧ 配慮が必要な児童生徒への対応  

日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との

連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。  

⑨ 学校評価 

学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に

位置付け、その評価結果を踏まえ、学校におけるいじめの防止等のための取

組の改善を図るとともに、基本方針の見直しを行う。 

⑩ 保護者等への周知 

学校いじめ防止基本方針をホームページへ掲載し、保護者や地域住民が内

容を容易に確認できるようにするとともに、入学時や各年度初めに児童生徒、

保護者、関係機関等に説明する。 

 

３  いじめの早期発見・早期対応  

いじめの早期発見の基本は、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実

に共有すること、速やかに対応することである。 

児童のささいな変化に気づくために、以下のような取組を行う。  

① 健康観察は一人一人の顔を見て声を聞いて行う。  

② いじめの早期発見のための定期的な調査を行う。  

○いじめアンケート  児童（年１１回）  保護者（年１回）  

○学校アンケート（２学期後半）  児童および保護者  

③ 定期的な教育相談を実施する  

○個別面談（６月、１０月）  ※１０月は希望制 

○教育相談日（月１回）  

④ 相談ボックスを設置する  

上記の取組の結果を吟味し、検証を行った後、いじめ防止対策委員会でいじめと認

定された場合、「５ いじめに対する措置」にあげた組織的な対応を行う。 

 

 

 



 

４  いじめ防止等の対策のための組織と役割 

（１）学校内の組織  

① 生徒指導推進委員会…月１回  

○校長・教頭・生徒指導主任・生徒指導部員（各学年１・教務）  

○学年の様子、問題傾向を有する児童に関する現状や指導についての情報

交換、共通指導、対策等について話し合う。  

② いじめ防止対策委員会  

○校長・教頭・主幹教諭・生徒指導主任・教育相談主任・養護教諭・当該学年

担任  

○月１回を定例会とし、いじめ事案発生時は、いじめ防止対策委員会を立ち

上げ、問題の解消に向かう。 

※緊急な生徒指導上の問題が発生した場合は、その場の適切な措置をとる

とともに、教頭に報告する。また、状況によっては、緊急生徒指導推進委員

会を開催し、迅速な対応を行う。 教頭は校長に報告し、校長の指示により

迅速に支援体制をつくり対処する。  

（２）家庭や地域、関係機関と連携した組織  

① 防犯推進委員、防犯パトロール協力者等との連携  

② 学校運営協議会、ＰＴＡ役員、民生児童委員、学校応援団（学習・安心安全・

環境部）、地域ボランティアとの連携  

③ 学校いじめ防止基本方針をホームページへの掲載し、保護者や地域住民が

内容を容易に確認できるようにするとともに、入学時や各年度初めに児童生

徒、保護者、関係機関等に説明する。 

（３）いじめ防止対策委員会の役割 

【未然防止】 

・いじめ未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う

役割 

【早期発見・事案対処】 

・いじめの相談・通報の窓口としての役割 

・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録、

共有を行う役割 

・いじめに係る情報（いじめが疑われる情報や児童の人間関係に関する悩みを

含む）があったときには、緊急会議を開いていじめの情報の迅速な共有、関係

のある児童へのアンケート調査や聴き取り調査等により事実関係の把握といじ

めであるか否かの判断を行う役割 



・いじめの被害児童に対する支援・加害児童に対する指導の体制・対応方針の

決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割 

【学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組】 

・学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修

正の中核としての役割  

・学校基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を

企画し、計画的に実施する役割 

・学校基本方針が学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を

行い、学校基本方針の見直しを行う役割（ＰＤＣＡサイクルの実行を含む） 

 

５  いじめに対する措置  

教職員がいじめを発見し、又は相談を受けた場合には、速やかに、学校いじめ対策

組織に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげなければな

らない。 

（１） いじめの発見・通報・相談を受けた時の対応  

・担任・学年主任・生徒指導主任・教育相談主任・主幹教諭・教頭・校長に報告

する。  

・速やかに事実の有無の確認を行う。  

・いじめ防止対策委員会を開き、指導を行う。  

・いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するた

め、いじめを受けた児童保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導

とその保護者への指導・助言を継続して行う。  

・いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための必要があると認め

られるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等で学習する等措

置をとる。  

・犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び関係機

関と連携し、適切にかつ迅速に対応する。  

（２） いじめの解消 

いじめが「解消している」状態とは、少なくとも次の二つの要件が満たされてい

る必要がある。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応

じ、他の事情も勘案して判断するものとする。 

① いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む）が止んでいる状態が相当の期間継続している

こと。この相当の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの

被害の重大性等から更に長期の期間必要であると判断される場合は、この



目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により、

より長期の期間を設定するものとする。教職員は、相当の期間が経過する

までは、被害・加害児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した

段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は、改めて、相当の期間を設

定して状況を注視する。 

② 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害

児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。

被害児童本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどう

かを面談等により確認する。いじめが解消に至っていない段階では、被害

児童を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任を有する。学校

いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害児童の支援を

継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プラ

ンを策定し、確実に実行する。 

いじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消

している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり

得ることを踏まえ、教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童につい

ては、日常的に注意深く観察する必要がある。 

（３）重大事案への対処  

いじめにより重大な被害が生じたという申出が児童や保護者からあったときは

重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。また、生命・心身又は財

産に重大な被害が生じた疑いがある場合は速やかに次の対処を行う。  

・重大な被害が生じた旨を、桶川市教育委員会に報告する。  

・教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。  

・当該事案の事実関係を明確にするための調査を実施する。  

・調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他

必要な情報を適切に提供する。  

 

 

  

 


